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（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人コミュニティヘルス研究機構（以下「本機構」とい

う。）の業務運営に必要な組織及び事務の分掌について定める。 

第２条 各組織は、業務の実施にあたっては関係各部署と十分に協議することとし、重

複又   

    は間隙を生じさせないようにする。 

２ 各組織は、相互に関連ある業務について、研究所の業務活動が円滑に行われ

るよう、進んで協調する。 

 

（主たる事務所） 

第３条 研究所は、主たる事務所を静岡県浜松市に置き、これを浜松本部とする。 

 

第４条 （理事） 

第 4条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 

２ 会長は、本会を代表し、機構長として業務を統括する。 

３ 副会長は、会長を補佐して、業務を掌握し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた

とき 

は、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。 

 

（部局） 

第５条 本機構に、次の 4つの部を置き、以下の業務を実施する。 

１）コミュニティヘルス研究部 

  ・地域をフィールドとする保健・医療・介護に関する調査研究事業及びその支援

事業を行う。また連携研究に関する情報収集及び発信、支援並びに成果普及に関

することを担う。 

・地域をフィールドとする保健・医療・介護に関する講習会等の情報提供事業、

相談支援事業、人材の育成事業、国内外の交流促進事業を行う。 

２）精神腫瘍学研究部 

  ・精神腫瘍学（Psycho-Oncology）に関する調査研究事業及びその支援事業を行

う。また連携研究に関する情報収集及び発信、支援並びに成果普及に関すること

を担う。 

・精神腫瘍学（Psycho-Oncology）に関する講習会等の情報提供事業、相談支援事

業、人材の育成事業、国内外の交流促進事業を行う。 

３）エンドオブライフ研究部 

  ・エンドオブライフ（がん、非がんを問わず）に関する調査研究事業及びその支

援事業を行う。また連携研究に関する情報収集及び発信、支援並びに成果普及に

関することを担う。 



・エンドオブライフ（がん、非がんを問わず）に関する講習会等の情報提供事業、

相談支援事業、人材の育成事業、国内外の交流促進事業を行う。 

４）緩和ケア研究部 

  ・緩和ケア（がん、非がんを問わず）に関する調査研究事業及びその支援事業を

行う。また連携研究に関する情報収集及び発信、支援並びに成果普及に関するこ

とを担う。 

・緩和ケア（がん、非がんを問わず）に関する講習会等の情報提供事業、相談支

援事業、人材の育成事業、国内外の交流促進事業を行う。 

 

２ 各々の部には、部長を置く。また、必要に応じて部長代理、上席研究員、主任研究

員、特別研究員、研究員を置くことができる。 

1）部長は、所属する部署において他の研究者の指導にあたるとともに、研究の実施

及びマネジメントを行う。 

2）部長代理は、所属する部署の長の命を受けて、業務を総括し研究を実施する。 

3）上席研究員は、所属する部署の長の命を受けて、担当業務を整理し研究を実施す

る。 

4）主任研究員は、所属する部署の長の命を受けて、業務を整理し研究を実施する。 

5）特別研究員は、所属する部署の長の命を受けて、担当業務を整理し研究を実施す

る。 

6）研究員は、所属する部署の長の命を受けて、担当業務を処理し研究を実施する。 

３ 部については、実情を鑑みた理事会及び機構長の決定により、統廃合および新設を

する 

ことができる、 

 

（事務局） 

第６条 本機構の事務および研究遂行に伴う事務を処理するため、事務局を置き、事務局

に 

は職員を置く。事務局の事務は、機構長が別に定める。 

 

（規程外等の処理） 

第 7 条 本規程に定めていない事項及び特別の処理を要する事項の処理については、そ

の 

都度、会長が定め、理事会の同意を得るものとする。 

 

（制定及び改定） 

第７条 本規程の制定及び改定は、理事会の同意を得て会長が行うものとする。 

 

（組織図） 

第８条 本会の組織図は別表のとおりとする。 



附則 

この規程は、平成 29 年 4月 １日から施行する。 

附則（平成 30年 6月１日変更） 

本組織規程は，平成 30年 6月４日から施行する。 

 

 

平成 29年 3月 10日 

 改訂  平成 30年 6月 4日 


